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深
澤
由
美
子 

前
女
性
部
会
長
が
、こ
れ
か

ら
の
女
性
部
会
を
活
気
あ
る
も
の
に
す
る
た

め
に
は
、
若
手
の
女
性
部
員
を
育
成
す
る
事

だ
と
ご
自
身
が
早
く
に
女
性
部
会
長
を
退

き
、
飯
島
朱
美
氏
に
女
性
部
会
長
を
バ
ト
ン

タ
ッ
チ
さ
れ
、
陰
か
ら
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に

徹
し
て
部
会
員
を
育
成
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

そ
の
活
動
の
一
部
に
小
学
校
を
訪
問
し
て

行
う
「
租
税
教
室
」
が
あ
り
ま
す
。
私
は
深

澤
前
部
会
長
が
講
師
と
な
っ
て
行
う
「
租
税

教
室
」
を
見
学
し
た
時
、「
な
ん
て
子
供
達
に

楽
し
く
分
か
り
や
す
く
税
金
の
大
切
さ
を
お

話
し
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
女
性

部
会
の
社
会
を
良
く
す
る
活
動
だ
。」
と
実

感
し
、
私
も
講
師
を
し
た
い
と
思
い
、
チ
ャ

レ
ン
ジ
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

教
壇
に
立
た
せ
て
い
た
だ
く
際
、
未
来
あ

る
子
供
達
の
お
役
に
立
た
せ
て
い
た
だ
く
責

任
を
感
じ
、
ハ
ー
ド
ル
が
高
く
感
じ
た
こ
と

と
、
学
校
の
先
生
方
に
学
校
教
育
に
と
っ
て
、

「
租
税
教
室
」は

必
要
な
授
業
だ

と
思
っ
て
い
た

だ
き
た
い
気
持

ち
で
ド
キ
ド

キ
、
ワ
ク
ワ
ク

で
本
番
に
臨
み

ま
し
た
。

　

い
ざ
講
師
を

や
っ
て
み
る
と

子
供
達
が
主
体
と
な
り
積
極
的
に
発
言
し
て

い
た
だ
き
、
気
張
っ
て
い
た
自
分
が
恥
ず
か

し
く
思
い
ま
し
た
。

　

こ
の
女
性
部
会
が
行
な
う
「
租
税
教
室
」

を
若
手
の
女
性
部
会
員
の
皆
さ
ん
に
浸
透
し

て
い
く
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
か
飯
島
部
会

長
と
相
談
し
、
ま
ず
は
甲
府
税
務
署
の
広
報

官
に
お
願
い
し
、
女
性
部
会
員
の
皆
さ
ん
に

「
租
税
教
室
」の
講
師
養
成
の
研
修
会
を
開
き

ま
し
た
。

　

そ
の
講
習
会
で
は
、
私
が
小
学
校
に
お
い

て
子
供
達
の
前
で
実
施
し
て
い
る
「
租
税
教

室
」
を
実
践
し
な
が
ら
説
明
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　
「
租
税
教
室
」の
講
師
養
成
研
修
を
行
っ
た

後
、
実
際
に
小
学
校
で
実
施
す
る
際
、
メ
イ

ン
で
講
師
を
す
る
人
、
パ
ネ
ル
を
貼
っ
た
り

し
て
ア
シ
ス
タ
ン
ト
役
を
す
る
人
、
次
回
に

講
師
を
担
当
す
る
た
め
に
見
学
す
る
人
と
い

う
形
で
複
数
の
女
性
部
会
員
で
訪
問
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。

　

そ
の
甲
斐
も
あ
り
、
今
は
大
勢
の
女
性
部

会
員
が
講
師
と
し
て
教
壇
に
立
て
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
女
性
部
会
は
若
手
に
よ
る
活
性

化
を
図
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
こ
の
基

盤
が
出
来
る
と
活
動
が
更
に
活
発
に
出
来
る

よ
う
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
益
々
部
会
員
を
増
員
し
て
い
く

に
は
私
達
が
活
気
あ
る
女
性
部
会
活
動
を
通

し
社
会
に
貢
献
し
て
い
く
姿
を
見
せ
て
い
く

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
に
は
情
報
の
交
換
と
共
に
法
人
会
女

性
部
会
ら
し
く
、
人
の
お
役
に
立
つ
活
動
を

楽
し
み
な
が
ら
仲
良
く
や
っ
て
い
く
こ
と
が

大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
大
勢
の
先
輩
部
会
員
の
方
に
育
て
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
会
社
を
経
営
し

て
い
く
上
で
大
変
役
に
立
ち
ま
し
た
。

　

社
員
の
育
成
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
情
勢
、

女
性
と
し
て
の
お
し
ゃ
れ
の
ア
イ
テ
ム
、
Ｔ

Ｐ
Ｏ
、
言
葉
遣
い
な
ど
、
色
々
と
勉
強
さ
せ

巻
頭
寄
稿

若
手
女
性
部
会
員
の
活
気
あ
る
活
動

公
益
社
団
法
人 

甲
府
法
人
会

女
性
部
会
　
副
部
会
長
　
雨
　
宮
　
恵
　
美

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
次
に
繋
げ
て
い
く
こ
と
が
、
自
分

の
役
目
だ
と
考
え
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
活

動
を
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

人
は
出
会
う
人
に
よ
り
自
分
の
人
生
が
決

ま
る
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

法
人
会
の
女
性
部
会
の
方
達
は
ど
ん
な
生

き
方
を
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ど
ん
な
考
え
方

を
さ
れ
て
い
る
の
か
を
知
り
た
く
て
、
女
性

部
会
に
入
会
し
て
二
十
八
年
が
経
ち
ま
す
。

　

優
し
い
諸
先
輩
の
皆
様
方
に
支
え
ら
れ
、

自
分
の
目
指
し
て
い
た
会
社
以
上
の
会
社
を

築
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

殺
伐
と
し
た
こ
の
時
代
、
自
分
さ
え
良
け

れ
ば
良
い
と
思
う
の
で
な
く
、Ｗ
Ｂ
Ｃ（
ワ
ー

ル
ド･

ベ
ー
ス
ボ
ー
ル･

ク
ラ
シ
ッ
ク
）
で

世
界
一
に
な
っ
た
侍
ジ
ャ
パ
ン
の
栗
山
監
督

を
見
習
い
、
人
を
信
じ
人
の
た
め
に
行
動
で

き
る
女
性
部
会
に
な
れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
も
少
し
収
束
し
て
き
ま
し
た
の

で
、
甲
府
法
人
会
女
性
部
会
は
益
々
社
会
貢

献
に
向
け
活
発
に
活
動
し
て
い
き
ま
す
。

　（
有
限
会
社
雨
宮
オ
ー
ト
ボ
デ
ィ
ー
サ
ー
ビ
ス

 

取
締
役
常
務
）
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「
税
金
教
室
」

     

を
開
催

女
性
部
会
員
か
ら

寄
せ
ら
れ
た

浄
財
を
寄
託

女
性
部
会
員
か
ら

寄
せ
ら
れ
た

浄
財
を
寄
託

　

１
月
２３
日
、
甲
府
記
念
日
ホ
テ
ル
に

お
い
て
新
年
賀
詞
交
歓
会
を
開
催
し
ま

し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
と
し
て
過
去
２
年
間
は
、
飲
食
を

伴
わ
な
い
形
式
で
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、

今
回
は
県
内
４
法
人
会
の
役
員
と
来
賓

の
方
に
参
加
者
を
限
定
し
た
中
で
、
３

年
ぶ
り
に
飲
食
を
伴
う
形
式
で
行
い
ま

し
た
。

　

髙
野
会
長
の
年
頭
の
挨
拶
の
後
、
山

本
東
京
国
税
局
課
税
第
二
部
長
、
渡
邊 

山
梨
県
副
知
事
、
樋
口
甲
府
市
長
か
ら

ご
祝
辞
を
い
た
だ
き
、
和
や
か
な
懇
親

を
行
い
ま
し
た
。
来
場
者
の
皆
様
は
、

お
互
い
の
近
況
な
ど
の
情
報
交
換
を
図

ら
れ
る
な
ど
、
久
々
の
開
催
を
喜
ん
で

い
ま
し
た
。

　

青
年
部
会
は
、
令
和
４
年
度
に
実
施

し
た
「
親
子
で
学
ぶ
税
金
教
室
」
に
協

力
い
た
だ
い
た
山
梨
学
院
大
学
の
学
生

と
の
意
見
交
換
会
を
１
月
２４
日
、
同
大

学
に
お
い
て
開
催
し
ま
し
た
。

　

租
税
教
育
活
動
の
ほ
か
、「
企
業
が
求

め
る
人
材
」、「
若
手
が
企
業
に
求
め
る

こ
と
」
に
つ
い
て
、
活
発
な
意
見
が
交

わ
さ
れ
ま
し
た
。

　

経
営
者
と
大
学
生
が
、
直
接
意
見
を

交
換
で
き
、
お
互
い
の
考
え
を
知
る
大

変
有
意
義
な
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

新
年
賀
詞
交
歓
会
を

三
年
ぶ
り
に
開
催

　

１
月
２５
日
に
北
杜
市
立
武
川
小
学
校
、

２
月
１０
日
に
山
梨
大
学
教
育
学
部
附
属

小
学
校
に
お
い
て
、『
税
金
教
室
』
を
開

催
し
ま
し
た
。
６
年
生
を
対
象
と
し
て

行
い
、
講
師
は
青
年
部
会
及
び
女
性
部

会
の
会
員
が
担
当
し
ま
し
た
。

　

税
金
で
作
ら
れ
て
い
る
公
共
施
設
な

ど
に
つ
い
て
の
ク
イ
ズ
を
出
題
し
な
が

ら
、
消
費
税
や
所
得
税
な
ど
を
わ
か
り

や
す
く
説
明
し
ま
し
た
。

　

令
和
５
年
度
も
多
く
の
小
学
校
で
開

催
し
て
い
き
ま
す
。

　

社
会
貢
献
の
一
環
と
し
て
女
性
部
会

で
は
、
年
間
を
通
し
て
行
事
開
催
の
際

に
募
金
活
動
を
行
い
、
部
会
員
か
ら
多

く
の
浄
財
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
寄
せ

ら
れ
た
浄
財
は
３
月
２７
日
に
飯
島
女
性

部
会
長
、
岸
本
監
事
が
山
日
Ｙ
Ｂ
Ｓ
本

社
を
訪
問
し
て
、
公
益
財
団
法
人
山
日

Ｙ
Ｂ
Ｓ
厚
生
文
化
事
業
団
に
寄
託
し
ま

し
た
。

　

今
回
は
「
ト
ル
コ
・
シ
リ
ア
地
震
救

援
金
」
と
し
て
役
立
て
て
い
た
だ
く
こ

と
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

青
年
部
会
が

大
学
生
と
の

意
見
交
換
会
を
開
催

年頭の挨拶を述べる
髙野会長

税金教室

大学生との意見交換

浄財を渡す飯島女性部会長（左）と
岸本監事（右から２人目）
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公
益
社
団
法
人
甲
府
法
人
会　

令
和
５
年
度
事
業
計
画

 

● 

基
本
方
針

１
． 「
税
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
し

て
、
企
業
の
発
展
を
支
援
し
、
地

域
振
興
に
寄
与
し
、
国
と
社
会
の

繁
栄
に
貢
献
す
る
」
と
の
理
念
の

も
と
、「
税
制
改
正
に
関
す
る
提

言
」、
会
員
の
研
鑽
を
支
援
す
る「
研

修
活
動
」、
地
域
振
興
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
な
ど
の
「
地
域
社
会
貢
献

活
動
」
を
大
き
な
３
つ
の
柱
と
し

て
活
動
す
る
。

２
． 

支
部
ブ
ロ
ッ
ク
の
活
動
を
強
化
し
、

組
織
力
の
強
化
と
会
員
増
強
に
取

り
組
む
。

３
． 

児
童
・
生
徒
を
対
象
と
し
た
租
税

教
育
活
動
の
充
実
を
図
る
。

４
． 

税
務
行
政
の
円
滑
な
運
営
へ
の
協

力
と
納
税
者
の
利
便
性
向
上
の
観

点
か
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の

定
着
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

普
及
促
進
、
ｅ
－
Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税

電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）、
ｅ

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
（
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ

ス
テ
ム
）
の
利
用
促
進
に
強
化
し

て
取
り
組
む
。

５
． （
一
社
）山
梨
県
法
人
会
連
合
会（
以

下
「
県
連
」
と
い
う
）
と
の
連
携

強
化
を
図
る
。

６
． 

公
益
法
人
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス

の
確
保
、
財
務
基
準
の
達
成
に
取

り
組
む
。

 

● 

主
な
事
業
計
画

 
Ⅰ　
公
益
目
的
事
業

１
．
税
に
関
す
る
事
業

⑴
税
知
識
の
普
及
・
税
の
啓
発
活
動

　
①
新
設
法
人
説
明
会

　

 　

新
た
に
設
立
さ
れ
た
法
人
を
対
象

に
、
税
務
上
必
要
な
申
請
届
出
等
の

手
続
き
や
、
事
業
開
始
に
際
し
て
の

法
人
税
法
上
の
留
意
点
等
に
つ
い
て

正
し
い
理
解
を
促
す
こ
と
を
目
的
に

開
催
。

　
②�

決
算
法
人
説
明
会
・
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
説
明
会

　

 　

決
算
月
を
迎
え
た
法
人
を
対
象
に
、

決
算
手
続
き
を
行
う
に
あ
た
っ
て
の

留
意
点
等
を
説
明
し
、
適
正
な
法
人

税
等
の
申
告
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
目

的
に
開
催
。
加
え
て
令
和
５
年
１０
月

か
ら
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
つ
い
て

も
説
明
。

　
③
源
泉
部
会
講
習
会

　

 　

源
泉
所
得
税
の
適
正
な
徴
収
を
行

う
た
め
、
経
理
事
務
に
お
い
て
留
意

す
べ
き
事
項
等
に
つ
い
て
、
実
務
担

当
の
資
質
向
上
を
目
的
に
開
催
。

　

・ 

ｅ
－
Ｔ
ａ
ｘ
の
ほ
か
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ

Ｘ
（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
・
地
方
税
ポ
ー

タ
ル
シ
ス
テ
ム
）
に
よ
る
地
方
税

の
申
告
・
納
税
の
手
続
き
も
説
明
。

　
④
年
末
調
整
等
説
明
会

　

 　

甲
府
税
務
署
管
内
の
全
事
業
所
を

対
象
に
、
給
与
所
得
者
の
１
年
間
の

所
得
税
額
の
確
定
と
正
し
い
申
告
お

よ
び
納
税
を
目
的
に
開
催
。

　
⑤�

税
務
研
修
会
（
各
支
部
ブ
ロ
ッ
ク
、

部
会
関
係
）

　

 　

各
支
部
ブ
ロ
ッ
ク
、
青
年
部
会
・

女
性
部
会
で
税
制
改
正
事
項
を
は
じ

め
様
々
な
税
に
関
す
る
研
修
テ
ー
マ

を
取
り
上
げ
、
税
に
関
す
る
理
解
を

深
め
る
と
と
も
に
、
正
し
い
税
知
識

を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
目
的
に
開
催
。

　

・ 

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
研
修
（
新
設
法

人
へ
の
税
及
び
経
営
に
関
す
る
シ

リ
ー
ズ
の
研
修
）

　

・ 

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
、
電
子
取
引
デ
ー

タ
の
保
存
に
関
す
る
（
電
子
帳
簿

保
存
法
）
な
ど

　
⑥
税
務
関
連
セ
ミ
ナ
ー

　

・ 
法
人
税
確
定
申
告
書
の
仕
組
み
や

作
成
方
法
な
ど
（
会
場
及
び
オ
ン

ラ
イ
ン
）

　

・ 

過
去
３
年
間
の
新
入
会
員
を
対
象

と
し
た
「
新
入
会
員
の
集
い
」
を

開
催
し
、
税
務
等
の
研
修
を
行
う

　
⑦�

税
務
に
関
す
る
教
材
・
資
料
の
配
付

　

 　

全
法
連
テ
キ
ス
ト
を
会
員
に
配
付

す
る
と
と
も
に
説
明
会
に
お
い
て
研

修
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
す
る
。

　
⑧�

企
業
の
税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

向
上
の
た
め
の
取
り
組
み

　
⑨
租
税
教
育
活
動

　

 　

甲
府
税
務
署
管
内
の
児
童
・
生
徒

を
対
象
に
、
税
の
大
切
さ
を
学
ん
で

も
ら
う
た
め
、
甲
府
税
務
署
の
協
力

を
得
て
、
以
下
の
活
動
を
実
施
す
る
。

　

・ 

青
年
部
会
・
女
性
部
会
主
管
に
よ

る
小
学
校
で
の
税
金
教
室

　

・ 

青
年
部
会
主
管
に
よ
る
租
税
教
育

イ
ベ
ン
ト

　

・ 「
小
学
生
の
税
に
関
す
る
習
字
展
」

　

・ 「
税
に
関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー

ル
」

　
⑩�

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
・
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
の
利

用
促
進

　

 　

ｅ
－
Ｔ
ａ
ｘ
・
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
の
さ

ら
な
る
推
進
の
た
め
、
甲
府
税
務
署
・

地
方
自
治
体
・
金
融
機
関
と
連
携
し

た
個
別
企
業
へ
の
訪
問
指
導
を
実
施
。

　
⑪�「
税
の
無
料
相
談
会
」の
開
催

　

 　

東
京
地
方
税
理
士
会
甲
府
支
部
の

協
力
を
得
て
、
会
員
、
非
会
員
を
問

わ
ず
、
法
人
個
人
の
税
務
全
般
に
関

す
る
無
料
の
税
務
相
談
会
を
開
催
す

る
。

　
⑫�「
全
国
青
年
の
集
い
」及
び「
全
国
女

性
フ
ォ
ー
ラ
ム
」へ
の
参
加
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⑵
税
制
改
正
提
言
活
動

　

地
域
経
済
の
担
い
手
で
あ
る
中
小
企

業
の
活
性
化
と
公
平
・
中
立
・
簡
素
な

税
制
に
関
す
る
提
言
を
行
う
た
め
、
会

員
そ
の
他
か
ら
税
制
に
関
す
る
意
見
要

望
を
汲
み
上
げ
、
県
連
経
由
で
全
法
連

が
取
り
ま
と
め
た
「
税
制
改
正
に
関
す

る
提
言
」
を
首
長
、議
会
議
長
に
提
出
し
、

そ
の
実
現
を
図
る
。

　
①�

税
制
改
正
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

等
の
実
施
及
び
要
望
書
の
提
出

　
②�

法
人
会
全
国
大
会
（
税
制
改
正
に

関
す
る
提
言
を
確
認
）
へ
の
参
加

　
③�

税
制
改
正
事
項
の
実
現
の
た
め
の

要
望
活
動

　
④�

全
法
連
が
主
催
す
る「
税
制
セ
ミ

ナ
ー
」へ
の
積
極
的
な
参
加

⑶
広
報
活
動

　
①�

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
租
税
関
係

情
報
の
広
報

　
②�「
甲
府
法
人
会
た
よ
り
」の
発
行

　

・ 

広
報
誌
「
甲
府
法
人
会
た
よ
り
」

を
年
４
回
発
行

　
③�

イ
ベ
ン
ト
会
場
に
お
い
て
の
広
報

活
動

　
④�

電
光
広
告
、
ラ
ジ
オ
広
告
等
の
利
用

　

・ 

大
型
ビ
ジ
ョ
ン
及
び
ラ
ジ
オ
広
告

な
ど
を
利
用
し
て
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
の
周
知
、
ｅ
－
Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用

促
進
、
確
定
申
告
の
早
期
手
続
き

等
に
つ
い
て
Ｐ
Ｒ

２
．
地
域
社
会
貢
献
事
業

⑴
本
会
主
管
活
動

　
①�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
セ
ミ
ナ
ー
の
利

用
推
進

　
②
福
祉
施
設
等
へ
の
寄
贈
活
動

　
③
青
少
年
育
成
体
験
教
室

　

・ 「
少
年
サ
ッ
カ
ー
・
税
金
教
室
」
を

県
下
単
位
法
人
会
と
共
催

⑵�

広
く
一
般
を
対
象
と
し
た
講
演
会
等

の
開
催
（
オ
ン
ラ
イ
ン
も
活
用
す
る
）

　
①�

企
業
経
営
に
関
す
る
研
修

　
②�

企
業
の
事
務
合
理
化
を
図
る
た
め

の
セ
ミ
ナ
ー

　
③�
若
手
社
員
研
修

　
④�
そ
の
他
セ
ミ
ナ
ー
・
講
演
会
の
開
催

⑶�

県
連
主
催
の
講
演
会
・
研
修
会
・
セ

ミ
ナ
ー
等
に
参
加
協
力

　
①
新
春
講
演
会

　
②�

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
（
女
性

社
員
向
け
）

⑷
青
年
部
会
・
女
性
部
会
主
管
活
動

　
①
福
祉
施
設
等
へ
の
寄
贈
活
動

　
②�「
富
士
山
ク
リ
ー
ン
作
戦
」に
参
加

　
③
福
祉
施
設
へ
の
慰
問
活
動

 

Ⅱ　
収
益
事
業
等

１
．
収
益
事
業

⑴
不
動
産
賃
貸
関
係

　
①�

公
益
目
的
事
業
の
財
源
を
確
保
す

る
た
め
、
自
己
所
有
資
産
で
あ
る

甲
府
法
人
会
館
の
一
部
お
よ
び
駐

車
場
の
賃
貸
、
会
館
の
維
持
管
理

運
営

　
②�

登
録
有
形
文
化
財
で
あ
る
甲
府
法

人
会
館
の
見
学
希
望
者
へ
の
対
応

　
③�

山
梨
県
フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン

等
へ
の
協
力

２
．
会
員
支
援
事
業
等

⑴
福
利
厚
生
関
係

　
①�

法
人
会
福
利
厚
生
制
度
受
託
３
社

と
推
進
協
力
に
努
め
、「
一
社
で
も

多
く
の
会
員
企
業
を
守
り
た
い
」

と
い
う
福
利
厚
生
制
度
創
設
時
の

理
念
の
も
と
積
極
的
な
推
進

　
②�「
が
ん
保
険
制
度
」
が
４０
周
年
を
迎

え
る
こ
と
か
ら
ア
フ
ラ
ッ
ク
が
行

う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
協
力

⑵
会
員
の
支
援
・
増
強
関
係

　

 　

組
織
の
充
実
強
化
を
図
る
た
め
、

会
員
の
維
持
と
増
強
を
目
標
と
し
て

組
織
ぐ
る
み
（
地
域
単
位
、
業
種
・

業
界
単
位
）
の
活
動
を
推
進
し
、
財

政
基
盤
の
安
定
化
に
つ
な
げ
る
。

⑶�

青
年
部
会
・
女
性
部
会
活
動
の
活
性
化

　

 　

部
会
独
自
の
活
動
を
は
じ
め
、
本

会
の
活
動
の
執
行
機
関
と
し
て
の
役

割
を
果
た
す
と
と
も
に
法
人
会
活
動

の
活
性
化
を
図
る
。

　
①�

部
会
員
の
拡
大
、
部
会
員
相
互
の

親
睦
を
図
る
事
業
等
の
開
催

　
②�

令
和
７
年
度
の
「
法
人
会
全
国
青

年
の
集
い
（
山
梨
大
会
）」（
予
定
）

の
開
催
に
向
け
た
、
積
極
的
な
部

会
員
の
拡
大

　
③�

租
税
教
育
に
力
を
入
れ
る
と
と
も

に
、
講
師
を
担
当
す
る
部
会
員
の

育
成

　
④�

施
設
な
ど
の
訪
問
を
通
じ
て
女
性

部
会
活
動
の
披
露
と
法
人
会
の
Ｐ
Ｒ

 

Ⅲ　
会
務
運
営
事
業

１
．
各
種
会
議
の
開
催

⑴�

定
時
総
会
、
理
事
会
、
正
副
会
長
会

⑵�

総
務
委
員
会
、
広
報
委
員
会
、
税
制

委
員
会
、研
修
委
員
会
、厚
生
委
員
会
、

組
織
委
員
会

⑶�

源
泉
部
会
、
青
年
部
会
、
女
性
部
会

の
各
役
員
会

⑷�

支
部
ブ
ロ
ッ
ク
の
役
員
会

２
．
外
部
団
体
と
の
連
携

３
．�

全
法
連
事
業
及
び
県
連
事
業
へ
の

協
力
等

４
．
事
務
局
体
制
の
見
直
し
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弁
護
弁
護
士士    

    

古
屋
　
俊
仁

古
屋
　
俊
仁

株
主
の
意
向
と
役
員
の
業
務
執
行

古
屋
法
律
会
計
事
務
所

１
．会
社
と
役
員
の
関
係
は
委

任
に
関
す
る
規
定
に
従
う
と

さ
れ
（
会
社
法
３
３
０
条
）、
受
任
者
で

あ
る
取
締
役
が
委
任
者
で
あ
る
会
社
に

対
し
、
委
任
の
本
旨
に
し
た
が
っ
て
善
管

注
意
義
務
（
善
良
な
管
理
者
に
通
常
求
め

ら
れ
る
注
意
を
払
っ
て
業
務
を
遂
行
す

る
義
務
）
を
負
う
と
さ
れ
て
い
る
（
民
法

６
４
４
条
）。
こ
の
こ
と
か
ら
Ｘ
社
の
役

員
は
こ
の
注
意
義
務
を
怠
り
Ｘ
社
に
損

害
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｘ
社
の

損
害
賠
償
請
求
は
成
立
す
る
よ
う
に
み

え
る
。
し
か
し
、
本
件
で
は
Ｘ
社
の
株
主

は
１
０
０
％
Ｙ
社
が
有
し
て
お
り
こ
の

一
連
の
取
引
は
一
人
株
主
で
あ
る
Ｙ
社

の
意
向
に
基
づ
き
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
が

問
題
で
あ
る
。

２
．
一
人
株
主
の
意
向
と
会
社
役
員
の
業

務
執
行
と
の
関
係
は
、
従
来
か
ら
議
論
さ

れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
会
社
の
全

株
式
を
一
人
の
株
主
が
保
有
す
る
一
人

株
主
会
社
に
お
い
て
、
当
該
株
主
が
代
表

取
締
役
に
就
任
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ

　

令
和
４
年
４
月
１５
日
、

Ｘ
社
は
Ｙ
社
所
有
の
Ｚ
社

発
行
の
株
式
３
０
０
０
株

（
発
行
済
株
式
の
全
部
）
を
５
０
０
０

万
円
で
購
入
し
た
。
そ
の
後
、購
入
し

た
Ｚ
社
の
株
式
全
て
を
Ｚ
社
に
令
和

４
年
１０
月
５
日
、２
５
０
０
万
円
で
売

却
し
た
。
Ｘ
社
発
行
の
株
式
は
１
０

０
％
Ｙ
社
が
所
有
し
て
お
り
、Ｙ
社
は

Ｘ
社
の
一
人
株
主
で
あ
る
。Ｚ
社
の
株

式
を
購
入
し
、そ
の
後
ま
も
な
く
売
却

損
を
出
し
て
売
却
す
る
と
い
う
業
務

執
行
は
Ｘ
社
の
一
人
株
主
の
意
向
で

あ
る
こ
と
か
ら
、Ｘ
社
の
役
員
は
そ
の

業
務
執
行
に
全
員
賛
成
し
何
ら
の
異

議
も
述
べ
な
か
っ
た
。
当
時
、Ｘ
社
の

純
資
産
は
４
億
円
程
度
で
あ
っ
た
。そ

の
後
Ｙ
社
は
Ｘ
社
の
株
式
全
て
を
Ａ

社
に
売
却
し
た
。新
た
に
Ｘ
社
の
株
主

と
な
っ
た
Ａ
社
で
は
Ｘ
社
の
こ
の
取

引
に
つ
い
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、Ｚ
社

は
そ
の
後
破
産
し
、Ｘ
社
が
こ
の
株
式

を
購
入
し
た
当
時
、株
式
の
価
値
は
ゼ

ロ
に
近
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、Ｘ

社
の
役
員
は
何
ら
の
異
議
を
述
べ
な

か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。そ
こ
で
Ａ

社
は
、
Ｘ
社
の
役
員
に
対
し
て
、
役
員

の
会
社
に
対
す
る
忠
実
義
務
違
反
を

理
由
に
損
害
賠
償
請
求
を
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

Q

て
も
、
当
該
株
主
兼
代
表
取
締
役
は
、
法

人
格
が
会
社
と
別
個
で
あ
る
か
ら
、
任
務

に
違
背
し
て
会
社
に
損
害
を
加
え
た
と

き
は
、
会
社
に
対
す
る
損
害
賠
償
義
務
が

発
生
す
る
と
す
る
考
え
方
と
、
一
人
株
主

の
意
向
に
従
い
業
務
執
行
を
し
た
取
締

役
に
は
損
害
賠
償
義
務
が
免
除
さ
れ
る

と
す
る
考
え
方
が
対
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に

従
う
裁
判
例
も
あ
っ
た
。

３
．
こ
の
よ
う
な
２
つ
に
分
か
れ
る
考
え

方
と
裁
判
例
の
中
で
、
令
和
元
年
９
月
２５

日
の
東
京
高
裁
判
決
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
事
案
は
例
題
の
事
案
と
類
似
す
る

も
の
で
し
た
が
、
判
決
で
は
、「
株
式
の

全
部
を
一
人
の
株
主
が
保
有
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
会
社
の
利
益
は
実
質
的
に

は
当
該
株
主
の
利
益
と
い
え
る
か
ら
、
委

任
の
本
旨
に
従
っ
た
善
管
注
意
義
務
と

は
当
該
株
主
の
利
益
の
最
大
化
を
図
る

義
務
を
意
味
す
る
と
解
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
。
ま
た
、
会
社
と
一
人
の
株
主
の

利
益
が
実
質
的
に
共
通
す
る
こ
と
に
照

ら
す
と
、
一
人
株
主
が
業
務
執
行
に
つ
い

て
意
思
決
定
し
た
場
合
、
当
該
業
務
の
執

A
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行
に
伴
う
損
害
を
許
容
し
て
い
る
と
い

え
る
。
株
式
の
全
部
を
一
人
の
株
主
が
保

有
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
取
締
役
は
、

一
人
株
主
の
意
思
決
定
に
従
わ
な
け
れ

ば
解
任
さ
れ
る
危
険
を
負
う
一
方
で
、
一

人
株
主
の
意
思
決
定
に
従
っ
て
も
善
管

注
意
義
務
違
反
の
責
任
を
追
及
さ
れ
る

危
険
を
負
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
進
退
窮
ま

る
事
態
と
な
り
、
取
締
役
の
保
護
に
欠

く
」
と
し
た
。

４
．
そ
し
て
こ
の
考
え
方
を
前
提
に
し

て
、「
し
か
し
、
例
外
的
に
、
法
令
及
び

定
款
に
違
反
し
て
株
主
の
利
益
を
最
大

化
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
ま
た
、
会
社

が
債
務
超
過
に
あ
る
場
合
に
は
、
株
主
は

有
限
責
任
し
か
負
わ
ず
、
会
社
債
権
者
の

担
保
と
な
る
の
は
会
社
財
産
の
み
で

あ
っ
て
、
一
人
株
主
と
い
え
ど
も
会
社
債

権
者
を
害
し
て
ま
で
会
社
財
産
を
自
由

に
処
分
で
き
る
と
解
す
る
の
は
相
当
で

は
な
い
か
ら
、
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
一

人
株
主
の
決
定
し
た
業
務
が
法
令
及
び

定
款
に
違
反
す
る
こ
と
や
債
務
超
過
と

な
り
会
社
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
に
な

る
こ
と
を
一
人
株
主
に
通
知
し
、
業
務
遂

行
の
指
示
の
変
更
を
求
め
る
義
務
が
あ

る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
し

た
う
え
、「
一
人
株
主
の
業
務
執
行
の
意

思
決
定
は
、
そ
の
決
定
内
容
を
実
現
す
る

こ
と
が
委
任
の
本
旨
と
い
え
る
か
ら
、
一

人
株
主
の
業
務
執
行
の
意
思
決
定
が

あ
っ
た
場
合
の
取
締
役
の
善
管
注
意
義

務
の
水
準
は
、
そ
の
業
務
が
法
令
定
款
に

違
反
す
る
か
、
ま
た
は
会
社
が
債
務
超
過

状
態
に
あ
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
が
な

い
限
り
、
同
意
し
決
定
を
尊
重
す
べ
き
こ

と
に
な
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、

一
人
株
主
の
意
思
決
定
に
従
っ
た
取
締

役
に
任
務
懈
怠
が
あ
る
と
は
い
え
な

い
。」
と
判
示
し
た
。

５
．
こ
の
論
理
に
従
え
ば
、
一
人
株
主
と

は
同
族
の
株
主
が
全
員
同
じ
意
思
決
定

を
し
て
い
る
場
合
も
同
様
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。
会
社
と
株
主
の
意
思
及
び
役

員
の
業
務
執
行
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
参

考
に
な
る
の
で
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。

パ
ズ
ル
・
熟
語
づ
く
り

パ
ズ
ル
・
熟
語
づ
く
り

７
つ
の
間
違
い
探
し

パ
ズ
ル
・
数
独

パ
ズ
ル
・
数
独

矢
印
の
方
向
に
２
文
字
の
熟
語
が
で
き

矢
印
の
方
向
に
２
文
字
の
熟
語
が
で
き

る
よ
う
に
、
Ａ
・
Ｂ
に
あ
て
は
ま
る
漢

る
よ
う
に
、
Ａ
・
Ｂ
に
あ
て
は
ま
る
漢

字
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

字
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

上
の
絵
と
下
の
絵
に
は
相
違
点
が
７
か
所
あ
り
ま
す
。

見
つ
か
り
ま
す
か
な
？

ル
ー
ル
①
：

ル
ー
ル
①
：��

ま
だ
数
字
の
入
っ
て
い
な
い
マ
ス
に
、
１
か
ら
９
ま

ま
だ
数
字
の
入
っ
て
い
な
い
マ
ス
に
、
１
か
ら
９
ま

で
の
数
字
の
ど
れ
か
を
ひ
と
つ
ず
つ
入
れ
ま
し
ょ
う
。

で
の
数
字
の
ど
れ
か
を
ひ
と
つ
ず
つ
入
れ
ま
し
ょ
う
。

ル
ー
ル
②
：

ル
ー
ル
②
：��

タ
テ
の
列
、
ヨ
コ
の
列
、
太
線
で
囲
ま
れ
た
３
×
３

タ
テ
の
列
、
ヨ
コ
の
列
、
太
線
で
囲
ま
れ
た
３
×
３

の
ブ
ロ
ッ
ク
の
い
ず
れ
に
も
、
１
か
ら
９
ま
で
の
数

の
ブ
ロ
ッ
ク
の
い
ず
れ
に
も
、
１
か
ら
９
ま
で
の
数

字
が
ひ
と
つ
ず
つ
入
る
よ
う
に
し
ま
す
。

字
が
ひ
と
つ
ず
つ
入
る
よ
う
に
し
ま
す
。

【
問
題
】

【
問
題
】��

二
重
枠
に
入
っ
た
数
字
の
合
計
は
い
く
つ
で

二
重
枠
に
入
っ
た
数
字
の
合
計
は
い
く
つ
で

し
ょ
う
？

し
ょ
う
？

例題

法

（答えは14ページにあります。）
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税
理
士

税
理
士    

    

島
村
　
佳
寛

島
村
　
佳
寛

令
和
５
年
度
税
制
改
正
大
綱

相
続
時
精
算
課
税
制
度
に
つ
い
て

東
京
地
方
税
理
士
会
　
甲
府
支
部

１
．
現
状

　

改
正
の
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
る
前
に
、

現
在
の
相
続
対
策
と
し
て
ど
の
よ
う
な

方
法
が
取
ら
れ
て
い
る
か
確
認
し
ま

し
ょ
う
。

　

現
在
の
相
続
対
策
と
し
て
取
ら
れ
て

い
る
も
の
で
、
今
回
の
改
正
に
影
響
の
あ

る
も
の
に
以
下
の
方
法
が
あ
げ
ら
れ
ま

す
。

う
こ
と
が
で
き
る
①
の
方
法
を
選
択
し

て
い
る
方
が
多
い
印
象
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
、
今
回
の

相
続
税
に
関
す
る
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
を

見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

２
．
改
正
点

① 

暦
年
課
税
制
度
の
加
算
期
間
が
３
年

か
ら
７
年
に
延
長

　

 　

暦
年
課
税
制
度
に
お
け
る
相
続
税

の
加
算
期
間
が
３
年
か
ら
７
年
に
延

長
さ
れ
ま
し
た
。

　

 　

現
状
で
は
、
被
相
続
者
が
死
亡
日
前

３
年
以
内
の
贈
与
額
を
相
続
財
産
に

加
算
し
て
計
算
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
贈
与
し
た
金
額
が
１
１
０
万

円
以
下
で
も
そ
の
財
産
は
相
続
の
対

象
に
な
り
ま
す
。
こ
の
死
亡
日
前
の
３

年
の
加
算
期
間
が
７
年
に
延
長
さ
れ

ま
す
。

　

 　

例
え
ば
、
父
親
が
子
供
に
対
し
て
７

年
間
に
わ
た
り
毎
年
１
１
０
万
円
ず

つ
贈
与
を
行
っ
て
い
た
場
合
、
そ
の
父

親
が
死
亡
し
相
続
が
開
始
さ
れ
た
と

き
、
７
年
間
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
７
年
分

の
贈
与
７
７
０
万
円
（
１
１
０
万
円
×

７
年
）
は
相
続
税
の
計
算
に
含
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

 　

ま
た
、
延
長
さ
れ
た
４
年
間
に
行
わ

れ
た
贈
与
に
つ
い
て
は
、
記
録
・
管
理

に
係
る
事
務
負
担
を
軽
減
す
る
観
点

か
ら
、
そ
の
４
年
間
の
贈
与
の
う
ち
総

額
１
０
０
万
円
ま
で
は
相
続
財
産
に

加
算
し
な
い
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

② 

基
礎
控
除
１
１
０
万
円
の
創
設

　

 　

今
回
の
改
正
で
、
相
続
時
精
算
課
税

制
度
に
年
１
１
０
万
円
の
基
礎
控
除

の
枠
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

　

 　

相
続
時
精
算
課
税
制
度
を
選
択
す

る
と
贈
与
さ
れ
た
財
産
の
総
額
が
２
，

５
０
０
万
円
ま
で
の
特
別
控
除
が
あ

り
、
そ
の
部
分
は
贈
与
税
が
非
課
税
に

な
り
超
え
て
い
る
部
分
は
２０
％
の
税

率
で
、
相
続
申
告
時
に
生
産
さ
れ
ま

す
。
改
正
に
よ
っ
て
こ
の
特
別
控
除
の

ほ
か
に
年
１
１
０
万
円
の
基
礎
控
除

が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

 　

改
正
後
は
２
，
５
０
０
万
円
の
特
別

控
除
の
他
に
、
そ
の
選
択
者
に
係
る
贈

与
者
か
ら
の
毎
年
１
１
０
万
円
以
下

の
贈
与
で
あ
れ
ば
、
贈
与
税
は
か
か
ら

ず
申
告
も
不
要
に
な
り
ま
し
た
。

③
改
正
の
ま
と
め

　
納
税
者
が
有
利
に
な
っ
た
部
分

　

・ 

相
続
時
精
算
課
税
制
度
に
毎
年
１
１

０
万
円
の
基
礎
控
除
の
創
設

　

・ 

基
礎
控
除
の
範
囲
の
贈
与
に
つ
い
て

は
申
告
、
納
税
不
要

　
納
税
者
が
不
利
に
な
っ
た
部
分

　

・ 

贈
与
税
の
暦
年
課
税
制
度
の
加
算
期

間
を
７
年
に
延
長

① 

贈
与
税
の
暦
年
課
税
制
度
の
基
礎
控

除
１
１
０
万
円
の
範
囲
内
で
贈
与
を

行
う
方
法

② 

相
続
時
精
算
課
税
を
選
択
す
る
方
法

　

こ
れ
ら
の
方
法
は
、
両
方
を
選
択
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
②
の
方
法
を
選
択
し
た

場
合
は
①
の
方
法
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
②
の
相
続
時
精
算
課
税
に
つ
い

て
は
、
制
約
や
デ
メ
リ
ッ
ト
な
ど
も
あ
り

一
般
的
に
は
②
の
方
法
よ
り
簡
易
に
行

　
令
和
５
年
度
税
制
改
正
大
綱
が
令
和
４
年
１２
月
１６
日
に
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
の
改
正
で
『
相
続
時
精
算
課
税
制
度
（
※
次
ペ
ー
ジ
下
記
に
用
語
解
説

あ
り
）』
が
大
き
く
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

　
改
正
に
よ
り
今
後
の
相
続（
相
続
対
策
）が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
か
、

当
該
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
な
お
、
正
式
な
改
正
で
は
な
く
大
綱
な
の
で
、
あ
く
ま
で
現
時
点
の
税
制
改

正
の
方
向
性
と
し
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。（
令
和
５
年
３
月
２０
日
現
在
）
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今
回
の
改
正
は
、
加
算
期
間
の
延
長

な
ど
、
納
税
者
に
と
っ
て
は
不
利
な
内

容
が
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
反

面
、
相
続
時
精
算
課
税
制
度
に
基
礎
控

除
の
創
設
や
、
基
礎
控
除
内
で
行
わ
れ

る
贈
与
に
つ
い
て
は
申
告
・
納
税
が
不

要
に
な
る
な
ど
の
内
容
を
踏
ま
え
る

と
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
使
い
や

す
さ
が
向
上
し
て
い
ま
す
。

　

 　

な
お
、
い
っ
た
ん
相
続
時
精
算
課
税

を
選
択
す
る
と
暦
年
課
税
制
度
は
使

え
な
い
点
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

３
．
今
後
の
対
策

　

で
は
、
今
後
の
今
回
の
改
正
後
の
相
続

対
策
と
し
て
は
、
暦
年
課
税
に
よ
る
贈
与

と
相
続
時
精
算
課
税
は
ど
ち
ら
を
選
択

し
た
ほ
う
が
良
い
の
か
が
問
題
に
な
っ

て
き
ま
す
。

　

改
正
点
の
み
に
照
準
を
合
わ
せ
て
言

う
の
で
あ
れ
ば
、
加
算
期
間
を
目
安
と
し

て
相
続
の
発
生
が
７
年
以
上
先
で
あ
る

と
見
込
め
る
の
で
あ
れ
ば
贈
与
税
の
暦

年
課
税
制
度
の
基
礎
控
除
１
１
０
万
円

を
利
用
し
、
こ
つ
こ
つ
と
長
期
に
わ
た
っ

て
資
産
移
転
を
行
い
、
相
続
の
発
生
が
そ

れ
以
下
と
見
込
ま
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
相

続
時
精
算
課
税
を
利
用
し
短
期
的
に
資

産
移
転
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
現
状
と
改

正
点
を
比
較
し
た
場
合
に
考
え
ら
れ
る

選
択
で
す
。

　

相
続
時
精
算
課
税
は
、
使
い
や
す
く

な
っ
た
と
は
い
え
デ
メ
リ
ッ
ト
が
す
べ

て
解
消
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

相
続
対
策
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
相
続

財
産
、
相
続
人
・
被
相
続
人
の
状
況
に
よ

り
取
る
べ
き
方
法
が
大
き
く
変
わ
っ
て

き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
ど
の
よ
う
な
方
法

を
と
る
か
は
十
分
な
検
討
を
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
だ
け
ハ
ッ
キ
リ
し

て
い
る
こ
と
は
、
相
続
対
策
は
で
き
る
だ

け
早
め
に
検
討
す
る
こ
れ
が
一
番
の
節

税
に
つ
な
が
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
相
続
時
精
算
課
税
制
度
と
は
、60
歳
以
上
の

父
母
ま
た
は
祖
父
母
な
ど
か
ら
、18
歳
以
上
の

子
ま
た
は
孫
な
ど
に
対
し
、財
産
を
贈
与
し
た

場
合
に
お
い
て
選
択
で
き
る
贈
与
税
の
制
度

で
す
。

　
こ
の
制
度
に
は
２
，５
０
０
万
円
の
特
別
控

除
が
あ
り
、同
一
の
父
母
ま
た
は
祖
父
母
か
ら

の
贈
与
に
お
い
て
限
度
額
に
達
す
る
ま
で
何

回
で
も
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
、
２
，

５
０
０
万
円
ま
で
の
贈
与
に
は
贈
与
税
が
か

か
り
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、贈
与
者
が
亡
く
な
っ
た
時
に
そ
の

贈
与
財
産
の
贈
与
時
の
価
額
と
相
続
財
産
の

価
額
と
を
合
計
し
た
金
額
か
ら
相
続
税
額
を

計
算
し
、一
括
し
て
相
続
税
と
し
て
納
税
す
る

制
度
で
す
。

出
典
：
財
務
省　
令
和
５
年
度
税
制
改
正（
案
）の
ポ
イ
ン
ト
（
令
和
５
年
２
月
）
よ
り

用
語
解
説
：
相
続
時
精
算
課
税
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会社のための税情報
会社にまつわる『　　　　　』をお伝えします。

（協力：甲府税務署）

様 な々情報様 な々情報

源泉所得税源泉所得税
支給日前に死亡した従業員の給料について、所得税
の源泉徴収は不要です。

経理担当Ａ 4月 8日に亡くなった当社従業員甲さんの給料213,000 円（支給日4月 10日）について、
所得税 3,640 円を源泉徴収し、残りの金額 209,360 円を、4月 10日に甲さんの口座に振
り込んだのですが、この処理は正しいでしょうか？

経理担当Ａ 甲さんが亡くなった日（4月 8日）より後に支給日（4月 10日）が到来していますので、甲
さんの4月 10日支給分の給料については、所得税の源泉徴収は必要なかったということです
ね。

経理担当Ａ そうすると、支払うべきであったのにまだ支払っていない3,640 円を、相続人に支払う必要
があるということですね。
また、誤って預かった3,640 円を 5月 10日に税務署に納付してしまったのですが、どうし
たら良いでしょうか？

経理担当Ａ 分かりました。それから、甲さんは扶養控除等申告書を提出しているのですが、年末調整をす
る必要はありますか？

経理担当Ａ ちなみに、もし従業員が亡くなったのが4月10日だった場合も同じように考えて良いですか？

経理担当B いいえ、正しくありません。
従業員が亡くなった後に支給日が到来する給料は、当該従業員の生前所得とはなりませんので、
所得税を源泉徴収する必要はありません。

経理担当B そうですね。所得税を源泉徴収する必要がありませんので、相続人に対して213,000円全額
を支払うべきでした。

経理担当B 納付する必要のない源泉所得税を誤って納付していますので、「源泉所得税及び復興特別所得
税の誤納額還付請求書」を税務署に提出し、誤って納付した所得税の還付を受けましょう。誤
納額還付請求書の様式は国税庁のＨＰ（※）からダウンロードできます。

経理担当B はい。年の途中で従業員が亡くなった場合、亡くなる日までに支給日が到来した給料等の総額
を基に、亡くなった時において年末調整を行う必要があります。従って、3月 10日支給分ま
での給料等を基に年末調整を行います。

経理担当B いいえ。給料の支給日に亡くなった従業員に対して支給する給料は、いったん亡くなった従業
員の所得として確定します。従って、4月 10日支給分の給料についても所得税の源泉徴収が
必要です。そして、4月 10日支給分の給料の支払の際に年末調整を行う必要があります。

法人会キャラクター

けんた

　甲府市内にある法人Ｃ社で、従業員の甲さんが4月 8日に亡くなりました。甲さんの4月 10日

支給分の給料について、経理担当1年目のＡさんがベテラン職員のＢさんに相談しています。

　尚、Ｃ社の給料は毎月月末締、翌月10日払となっています。

※税の情報・手続・用紙＞申告手続・用紙＞税務手続の案内＞源泉所得税関係＞18 源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求
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　前回は、点検項目のうち「Ⅳ．損益関係」の「役員報酬」と「給料・賞与」に

ついてご紹介しました。

　今回は、「Ⅳ．損益関係」の「福利厚生費」、「旅費・交通費」、「交際費」です。

　「Ⅳ．損益関係」の点検項目は、次のように分かれています。

点 検 項 目 ポ イ ン ト

61

　食事の支給や借上げ社

宅など所得税の源泉徴収

が必要となる支出につい

て確認しましたか。

　食事の支給や借上げ社宅、永年勤続者に支給する記念品、レクリエー

ション費用の負担などのいわゆる現物給与については、一定の要件を満

たしていない場合に課税の対象となり、給与に含めて源泉徴収が必要と

なるものがあります。それぞれの要件を確認して源泉徴収もれがないよ

うにしてください。

62

　実費精算又は出張旅費

規程に基づき支出してい

ますか。

　職務を遂行するために行う旅行の費用に充てるものとして支給される

金品であっても、年額又は月額により支給されるものは給与所得として

課税の対象とされます。

　また、職務の遂行上通常必要と認められる金額を超える部分の金額に

ついても同様に課税の対象とされます。

63

　参加人員、相手先、支

出内容が明らかにされて

いますか。

　取引先等に対する接待の際の飲食その他これに類する行為のため要す

る費用は、参加者１人当たりの金額が5,000円以下であれば交際費等か

ら除かれますが、この取り扱いは次の①～⑤の事項を記載した書類を保

存している場合に限られます。

①飲食等のあった年月日

②飲食等に参加した取引先等の氏名（名称）及びその関係

③飲食等に参加した者の数

④飲食費の額、飲食店等の名称及び所在地

⑤その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

64

　精算をせず、渡し切り

となってものがないか確

認しましたか。

　使用者から役員又は使用人に交際費、接待費等として支給される金品

は支給を受ける者の給与等とされ、源泉徴収の対象となりますが、使用

者の業務のために使用すべきものとして支給されるもので、そのために

使用したことの事績の明らかなものについては、課税されません。

　それでは、点検項目の中から、主なものをいくつかピックアップして見て
いきたいと思います。

雑収入・雑損失雑収入・雑損失 その他（消費税・印紙税）その他（消費税・印紙税）経費全般経費全般

旅費・交通費旅費・交通費 交際費交際費 賃借料賃借料 保険料保険料福利厚生費福利厚生費

売上売上 役員報酬役員報酬 給料・賞与給料・賞与売上原価・製造原価・工事原価売上原価・製造原価・工事原価

自主点検チェックシート・
　　　　　ガイドブックについて

その６
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山梨県からのお知らせ

こんなメリットが！

電子納税できる地方税の種類

インターネットで簡単・便利！

県税の納付に『eLTAX』の活用を！
　地方税共同機構が運営する『ｅＬＴＡＸ』（エルタックス）を利用すると、
県税の納付を自宅やオフィス、税理士事務所等のパソコンからワンスト
ップで行うことができます。

○  県では、電子納税の利用推進を強力に進めていくため、税務署、市町村と連携し、職
員が事業所を直接訪問して eLTAX や e-Tax（国税電子申告・納税システム）の利用
開始手続を支援しています。

　○  この取り組みにより、これまでに多くの企業・事業所が eLTAX 等を導入し、納税事
務の効率化を達成しています。

　○  皆様におかれましても、是非とも積極的な活用をお願いします。
　 【問い合わせ先】山梨県総務部税務課　TEL：０５５－２２３－１３８６

■ 全ての地方公共団体へ電子納税ができる
■ 納付日を指定してダイレクト納付ができる
■ 金融機関窓口等へのお出かけ不要
■ 納付事務の負担軽減
■ 手数料無料

①法人県民税　　　　②法人事業税　　　　③特別法人事業税（地方法人特別税）
④法人市町村民税　　⑤個人住民税（特別徴収分）
⑥県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割　など

※令和５年４月１日から 固定資産税・都市計画税・自動車税種別割・軽自動車税種別割

　事前に登録した金融機関口座を指定して、県税を直接納付（ダイレクト納付）することができます。納付

日を指定して納付することもでき、手数料はかかりません。

　複数の地方団体へ一括で電子納税できるため、事務負担の軽減につながり、特に毎月の特別徴収に係る個

人住民税の納付に活用すると、とても便利です。

納付額が変わらなけ
れば先の先まで予約
できる点が便利！

訪問支援でサポート
してもらい導入でき
ました！

実際にやってみたら
簡単だった！

導入した
皆様の声

事業所訪問による eLTAX 等の利用開始の支援を行っています

eLTAXについて更に詳しい情報は
《eLTAXホームページ》
https://www.eltax.lta.go.jp
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甲府法人会 電話番号　０５５－２３７－７７７４
URL　https://www.kofu-hojinkai.jp
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あ
る
料
理
研
究
家
の
方
が
、「
冷
蔵
庫

の
中
で
賞
味
期
限
が
迫
っ
た
卵
は
、
ま

と
め
て
ゆ
で
て
保
存
し
て
お
け
ば
い
い
」

と
話
し
て
い
ま
し
た
。
生
の
ま
ま
よ
り

も
火
を
通
し
た
方
が
日
持
ち
し
そ
う
な

気
が
し
ま
す
よ
ね
。
で
も
、卵
の
場
合
は
、

ゆ
で
る
と
生
卵
よ
り
食
べ
ら
れ
る
期
限

が
短
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
卵
の
白

身
（
卵
白
）
に
は
、
リ
ゾ
チ
ー
ム
と
い

う
酵
素
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
酵

素
は
菌
を
溶
か
す
役
目
を
果
た
す
の
で

す
が
、
ゆ
で
て
し
ま
う
と
、
こ
の
働
き

が
失
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
な
の
で
す
。

　

卵
の
賞
味
期
限
、
過
ぎ
た
ら
捨
て
ま

す
か
？　

市
販
さ
れ
て
い
る
卵
の
賞
味

期
限
は「
生
で
食
べ
ら
れ
る
期
限
」で
す
。

一
般
社
団
法
人
日
本
卵
業
協
会
は
公
式

サ
イ
ト
で
そ
の
こ
と
を
説
明
し
て
お
り
、

市
販
の
卵
の
賞
味
期
限
は
２５
℃
で
保
管

さ
れ
た
場
合
に
生
で
食
べ
る
こ
と
が
で

き
る「
２
週
間
」に
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

１０
℃
以
下
で
保
管
し
た
場
合
に
は
、
理

論
的
に
は
産
卵
か
ら
５７
日
間
は
生
で
食

べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
、

温
度
の
管
理
が
徹
底
で
き
れ
ば
、
卵
で

懸
念
さ
れ
る
サ
ル
モ
ネ
ラ
菌
に
よ
る
食

中
毒
も
増
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
は
い
え
、
産
卵
か
ら
食
卓
ま
で
、
徹

底
し
て
温
度
管
理
す
る
の
は
非
常
に
難

し
い
の
で
「
１０
℃
以
下
の
冷
蔵
庫
で
保

管
し
た
か
ら
５７
日
間
は
生
食
Ｏ
Ｋ
」
な

ど
と
安
易
に
思
わ
な
い
方
が
よ
い
そ
う

で
す
。

　
「
卵
博
士
」と
呼
ば
れ
る
八
田
一（
は
っ

た
・
は
じ
め
）
先
生
に
も
伺
っ
て
み
ま

し
た
。
卵
の
賞
味
期
限
は
、
サ
ル
モ
ネ

ラ
菌
の
一
種
が
中
に
入
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
「
菌
入
り
卵
」
を
基
準
に
決
め
ら

れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
そ
の「
菌
入
り
卵
」

が
発
生
す
る
確
率
は
、
３
万
個
に
１
個
、

１０
万
個
に
２
～
３
個
と
、
非
常
に
低
い

の
で
す
が
、
外
か
ら
見
て
も
見
分
け
が

つ
か
な
い
た
め
、
仮
に
菌
が
入
っ
て
い

た
と
し
て
も
安
心
し
て
「
生
」
で
食
べ

ら
れ
る
期
限
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る

と
の
こ
と
。
そ
の
期
間
は
、
採
卵
日
か

ら
２
～
３
週
間
で
す
。
採
卵
し
て
か
ら

パ
ッ
ク
す
る
ま
で
を
１
週
間
と
す
る
と
、

残
り
が
２
週
間
と
い
う
わ
け
で
す
。
た

と
え
賞
味
期
限
が
切
れ
て
い
た
と
し
て

も
、
加
熱
調
理
し
て
目
玉
焼
き
や
ゆ
で

卵
に
す
れ
ば
食
べ
ら
れ
ま
す
。
市
販
の

卵
パ
ッ
ク
の
表
示
を
見
て
み
る
と
、「
賞

味
期
限
が
過
ぎ
た
ら
加
熱
調
理
し
て
お

早
め
に
お
召
し
上
が
り
く
だ
さ
い
」
な

ど
と
書
い
て
あ
る
は
ず
で
す
。
サ
ル
モ

ネ
ラ
菌
は
、
７５
℃
で
１
分
以
上
加
熱
す

れ
ば
死
滅
す
る
の
で
、
し
っ
か
り
と
加

熱
調
理
し
て
食
べ
き
り
ま
し
ょ
う
。

　

気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

卵
に
ひ
び
が
入
っ
て
い
る
場
合
で
す
。

た
と
え
賞
味
期
限
内
で
も
雑
菌
が
入
り

込
ん
で
い
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
生
で

は
な
く
、
し
っ
か
り
と
加
熱
し
て
食
べ

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
八
田
先
生
に
よ

れ
ば
、
賞
味
期
限
が
過
ぎ
て
か
ら
何
日

ぐ
ら
い
大
丈
夫
か
と
い
う
の
は
、
卵
の

殻
の
表
面
の
ひ
び
が
ど
の
程
度
か
に

よ
っ
て
違
う
そ
う
で
、
ひ
び
の
な
い
卵

で
あ
れ
ば
、
冷
蔵
庫
で
保
管
し
て
お
け

ば
賞
味
期
限
を
越
え
て
も
加
熱
調
理
す

れ
ば
３
か
月
は
大
丈
夫
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

厚
生
労
働
省
の
食
中
毒
の
デ
ー
タ
を

確
認
し
て
み
る
と
、
２
０
２
１
年
度
に

関
し
て
は
、
卵
関
連
の
食
中
毒
件
数
は

ゼ
ロ
で
し
た
。
２
０
２
０
年
度
は
２
件

で
す
。
卵
を
取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま
な
人

の
努
力
で
、
こ
こ
ま
で
安
全
に
な
っ
て

き
た
の
で
す
ね
。

　

卵
の
価
格
は
高
騰
し
て
い
ま
す
。
２

０
２
３
年
１
月
は
、
前
年
同
月
比
で
２

倍
近
く
上
が
っ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
卵

は
お
歳
暮
と
し
て
活
用
さ
れ
た
ほ
ど
大

切
に
扱
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
ニ
ワ
ト
リ

は
２４
時
間
以
上
か
け
て
１
個
の
卵
を
産

み
ま
す
。
最
後
ま
で
大
切
に
食
べ
ま
し
ょ

う
。【

筆
者
紹
介
】　

井い

で出�

留る

み美

奈
良
女
子
大
学
食
物
学
科
卒
、
博
士
（
栄

養
学
／
女
子
栄
養
大
学
大
学
院
）、
修
士

（
農
学
／
東
京
大
学
大
学
院
農
学
生
命
科

学
研
究
科
）。
ラ
イ
オ
ン
、
青
年
海
外
協

力
隊
、
日
本
ケ
ロ
ッ
グ
広
報
室
長
等
歴

任
。
東
日
本
大
震
災
食
糧
支
援
で
の
廃

棄
に
衝
撃
を
受
け
、
㈱
ｏ
ｆ
ｆ
ｉ
ｃ
ｅ�

３
．
１
１
を
設
立
。
食
品
ロ
ス
削
減
推

進
法
成
立
に
協
力
し
た
。『
賞
味
期
限
の

ウ
ソ
』（
幻
冬
舎
新
書
）、『
捨
て
な
い
パ

ン
屋
の
挑
戦
』（
あ
か
ね
書
房
）
な
ど
著

書
多
数
。

卵
の
賞
味
期
限
は

　
　 

「
生
で
食
べ
ら
れ
る
期
限
」

食
品
ロ
ス
問
題
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

井
出

　留
美
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新入会員紹介（令和 5年 1月～ 4月） （順不同・敬称略） 

６
ペ
ー
ジ
答
え
合
わ
せ

パ
ズ
ル
・
熟
語
づ
く
り

【
答
え
】
Ａ
…
布
、
Ｂ
…
団

７
つ
の
間
違
い
探
し
『
春
興
鏡
獅
子
』

【
答
え
】
①
囃
子
方
の
並
び
順
（
左
上
）

　
　
　

��

②
蝶
の
向
き
（
左
中
）

　
　
　

��

③
ボ
タ
ン
の
葉
（
左
中
）

　
　
　

��

④
弥
生
の
目
線
（
右
中
）

　
　
　

��

⑤
弥
生
の
カ
ン
ザ
シ
（
右
中
）

　
　
　

��

⑥
松
の
葉
（
右
中
）

　
　
　

��

⑦
紅
葉
の
柄
（
中
下
）

発
行
所
　
公
益
社
団
法
人  

甲
府
法
人
会

　
　
　
　

広
報
委
員
長　

輿
水　

順
彦

　
　
　
　

甲
府
市
中
央
４
丁
目
12
番
21
号

　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
５–

２
３
７–

７
７
７
４

印
刷
所
　
株
式
会
社　

峡
南
堂
印
刷
所

発
行
日
　
令
和
5
年
４
月
25
日

甲府観光開発株式会社
代 表 者：笹本　健次
業 種：専門サービス業
住 所：甲府市湯村 3-10-5

TEL 055-252-2261　FAX 055-252-2269

株式会社甲府機械彫刻
代 表 者：山岸　久美
業 種：彫刻加工全般
住 所：甲府市国母 6-6-1

TEL 055-224-5887　FAX 055-224-5846

CareSeed 合同会社
代 表 者：守矢　賢治・守矢　学
業 種：医療・介護
住 所：甲府市住吉 5-3-17

TEL 050-8882-9822　FAX 055-213-5959

有限会社善真技工
代 表 者：井上　善晴
業 種：建設業
住 所：中巨摩郡昭和町清水新居 1176-1

TEL 055-234-5281

有限会社エーデルシュタイン
代 表 者：藤原　一正
業 種：コンサルティング業
住 所：甲府市相生 1-3-16

TEL 080-4004-3825

有限会社ジュエリー近藤
代 表 者：近藤　哲弘
業 種：貴金属業
住 所：甲府市中小河原 277-2

TEL 055-243-6057　FAX 055-243-6058

グランド・サポート株式会社
代 表 者：清野　浩樹
業 種：建設業
住 所：南アルプス市東南湖 755-1

TEL 055-287-6061　FAX 055-287-6062
Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.grand-support.co.jp

株式会社とちの木
代 表 者：小関　敏和
業 種：不動産
住 所：甲府市小瀬町 8

TEL 055-267-6888　FAX 055-267-6889
Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.tochinoki-kofu.co.jp

●
決
算
法
人
説
明
会
・
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会

　
５
月
９
日　
山
梨
県
地
場
産
業
セ
ン
タ
ー

　
【
内
容
】
法
人
税
に
つ
い
て
の
注
意
点

　
　
　
　

  

消
費
税
に
つ
い
て
の
注
意
点

　
　
　
　

  

源
泉
所
得
税
に
つ
い
て
の
注
意
点

　
　
　
　

   

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
概
要
・
登
録
申
請

手
続
き
に
つ
い
て

●
源
泉
部
会
講
習
会
（
第
１
回
）

　
甲
府
会
場　
６
月
２１
日　
ア
ピ
オ
甲
府

　
韮
崎
会
場　
６
月
２２
日　

 

東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン

韮
崎
文
化
ホ
ー
ル

　
【
内
容
】

　
初
級
講
座　
源
泉
徴
収
の
概
要

　
　
　
　
　
　
給
与
・
賞
与
の
税
額
計
算

　
　
　
　
　
　
報
酬
・
料
金
等
の
源
泉
徴
収
事
務

　
　
　
　
　
　
所
得
税
関
係
の
改
正

　
上
級
講
座　
退
職
所
得
の
源
泉
徴
収
事
務

　
　
　
　
　
　
所
得
税
関
係
の
改
正

●
源
泉
部
会
講
習
会
（
第
２
回
）

　
韮
崎
会
場　
８
月
２３
日　

 

東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン

韮
崎
文
化
ホ
ー
ル

　
甲
府
会
場　
８
月
２４
日　
ア
ピ
オ
甲
府

　
【
内
容
】

　
初
級
講
座　
消
費
税

　
上
級
講
座　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

　
　
　
　
　
　
電
子
帳
簿
保
存
法

●
オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー

　
「
社
会
人
必
須
！
基
礎
か
ら
学
ぶ

Ｗ
ｏ
ｒ
ｄ
ビ
ジ
ネ
ス
活
用
講
座
」

　
　
　
　
　
　
６
月
１２
日

※ 

右
に
記
載
の
研
修
会
・
セ
ミ
ナ
ー
の
詳
細
や
お

申
し
込
み
に
つ
き
ま
し
て
は
、
甲
府
法
人
会
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

研
修
会
等
予
定

パ
ズ
ル
・
数
独

【
答
え
】
９
（
３
＋
６
）
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